
 

 

 

 

 
    

都内で、授業中の教室に侵入される事件があり、9 日の引き渡し訓練で「入校証」の着用をお願いしたところ

です。ご協力いただき、ありがとうございました。子供たちには、日頃の放送時の行動や侵入者があった時の符号

を確認しました。今号では、今月下旬の運動会を前に、本校の安全に関する施設・設備や取組みについて

お知らせし、あらためて子供たちの安全・安心のためにご理解をいただければと考えました。なお、この内容は昨年

度お伝え済みのため、第１学年の家庭のみお便りで配布します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

防犯カメラ 学校非常110番 インターフォン 

   

敷地内の数カ所に、防犯カメラ
が設置してあります。その映像
は、職員室等などのモニターで
確認・記録をしています。 

押せば警察に直通でつながる通
報ボタンが、管理室関係に数カ所
設置してあります。 

各教室と職員室はインターフォ
ンでつながっており、何かあっ
た時は、教室と連絡をとれるよ
うになっています。このインター
フォンにも非常通報ボタンがあ
ります。 

さすまた 入校証の着用 門の施錠 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

校内何カ所かにさすまたを常
備しています。使い方や注意点
は教職員訓練で確認していま
す。 

教職員は名札をしております。保
護者の方には入校証の着用をお
願いしています。また来校者に
は、受付名簿への記入をお願いし
ています。ご協力ください。 

児童の登下校は、正門と西門、北
門とし、それ以外の時間帯は正
門以外を施錠しております。ご
来校の際、正門の通用扉の開閉
をお願いします。 
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その他の安全管理に関すること 
 

★児童の安全管理 …看護当番の教員が、中休みや昼休みに、校舎内及び校庭の見回りを行い、児

童の指導にあたっています。 
 
★教職員の不審者対応訓練 …夏季休業中に全教職員で不審者対応の研修をしています。異常を

察知したときの動き方、教室内への侵入のくい止め方など臨機応変な対応をとるた

めのものです。不審者侵入時の特別放送の言葉も確認しています。 
 
★遅刻・早退時の引渡し …児童の遅刻・早退時は、保護者と教職員が直接引渡しをするようにお

願いしています。遅刻時に敷地内に見送ったつもりでも、児童が戻って校門の外へ出

てしまったり、教室移動で戸惑ってしまったりすることもあります。連れ去り防止の

意味でもどうぞご協力ください。職員室か保健室（一部 教室）で対応しています。 
 
★子供への指導（避難訓練ほか） …非常時や災害などに備えて、子供たちの安全を守るととも

に、自己の安全を確保する能力を養う目的で、ひと月に１回「避難訓練」を実施してお

ります。また、安全指導を計画的にすすめたり、全教職員で安全点検を毎月行ったり

しています。 
 
★メール配信 …tetoru にて、緊急情報を配信しています。学年・学級ごとに配信する場合もあ

りますので、お子さんの学級すべてにご登録ください。 
 
★安全点検 …毎月、校舎内外の施設・設備の安全管理について職員全体で点検しています。長い

お休み前には、詳細な点検も実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■登下校や通学路の約束は大丈夫ですか？ 
登下校時は、「自宅と学校」の往復の通学路を通ることになってい

ます。学校として決めた通学路は色別下校で示した道(学校が設定し
た通学路)になり、その通学路まで自宅から安全に出る道を保護者の
方が指定していることになります。年度始めにご提出いただいた児
童カードに、保護者の方が記入された地図に示された道が通学路(保
護者が指定した通学路)になります。 
学校は、防犯カメラの設置状況や歩道の幅なども勘案して色別

の通学路を教育委員会に届け出ています。「お子さんが学校に到
着していない」などという事態のとき、学校から教職員が出発し、
自宅から保護者の方が歩き、お子さんの一刻も早い保護ができる
システムでもあります。 
ですから、下校時に自宅に1度戻らず、そのまま習い事や通院す

ることは原則として禁止です。また、日本スポーツ振興センターの
保険対象外となります。保護者の方が、お子さんを連れて行かれ
る場合もあるかと思いますが、保険対象外となることは変わりま
せん。 

 
■緊急連絡先に変更はありませんか？ 
年度始めに、緊急連絡先を複数ご記入いただきました。その後勤
務先や携帯電話などの変更がある場合は、速やかに担任までお知
らせください。学校での怪我や病気の際、迅速にご連絡するため
です。学校で医療機関に搬送はできても、医療行為の確認には保護 
者の了解が必要です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【国が定める通学路の条件】 

・できるだけ歩車道の区別がある 

・区別がない場合，交通量が少な

い，幅員が児童生徒等の通行を

確保できる 

・遮断機のない無人踏切を避ける 

・見通しの悪い危険箇所がない 

・横断箇所に横断歩道，信号機が

設置されたり，又は，警察官等の

誘導が行われたりしている 

・犯罪の可能性が低い など 
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